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公告 

 公立陶生病院洗濯業務委託に関する制限付き一般競争入札（以下「一般競争入札」

という。）については次のとおりである。 

 

 令和２年１２月２４日 

公 立 陶 生 病 院 組 合     

管理者 瀬戸市長 伊 藤 保 德    

 

１ 一般競争入札に付する事項 

 ⑴ 業務委託名 

  公立陶生病院洗濯業務委託 

 ⑵ 業務場所 

   瀬戸市西追分町１６０番地内外 

 ⑶ 履行期間 

   令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 ⑷ 業務内容 

   別添の仕様書による。 

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 ⑴ 基本事項 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 

  イ 入札参加資格申請をする本店又は営業所等が愛知県内に設置している者で

あること。 

  ウ 公告日前日において、あいち電子調達共同システム（物品等）の瀬戸市に

おける入札参加資格者名簿に、業務（大分類）「０３：役務の提供等」、営

業種目（中分類）「１０：クリーニング」、取扱内容（小分類：０５「医療

関連クリーニング（基準寝具類・滅菌）」が登録されている者であること。 

  エ 一般財団法人医療関連サービス振興会から医療関連サービスマークの交付

を受けた認定事業者（医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第９

条の１４で定める基準に適合する者）であること。 

  オ 公告日から入札日までの間において、公立陶生病院組合指名停止取扱要綱

第３条による指名停止措置を受けていない者であること。 

  カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立が

なされている者にあっては、同法に基づく更生手続開始の決定を受けている

こと。 

キ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申 

立がなされている者にあっては、同法に基づく再生手続開始の決定を受けて 

いること。 
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  ク その他関係法令、規則等に違反していない者であること。 

 ⑵ 業務実績に関する事項 

平成２２年度から令和元年度の間に、愛知県内の５００床以上の同一病院に

おいて、３年以上継続して病院洗濯業務を完了した実績があること。 

３ 入札参加申請等 

⑴ 入札参加を希望する者は、制限付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式

１）及び関係資料（以下「資格確認申請書」という。）を次のとおり公告の記載

の期日までに持参により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

ア 資格確認申請書の提出期間 

令和２年１２月２４日（木）から令和３年１月１３日（水）まで（土曜日、

日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を除く。） 

イ 時間 

     午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ウ 提出書類 

(ｱ) 資格確認申請書 

(ｲ) 第２項の⑴イ、ウ、エ及び⑵について明記した書類 

  エ 提出場所 

公立陶生病院 財政課 財務係 

オ その他 

(ｱ) 書類提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

(ｲ) 提出された書類は、返却しないものとする。 

⑵ 一般競争入札参加資格の適否については、令和３年１月１８日（月）に資格

確認申請者の提出者に対し、制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書（以

下「確認通知書」という。）により通知するものとする。 

４ 設計図書の閲覧・配布 

設計図書の閲覧を希望する者に次のとおり供する。また、資格確認申請書の提

出時に申し出があった者に設計図書を配布する。 

 ⑴ 閲覧・配布期間 

令和２年１２月２４日（木）から令和３年１月１３日（水）まで（土曜日、

日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）を除く。） 

 ⑵ 閲覧・配布時間 

午前９時から午後５時（正午から午後１時までを除く） 

 ⑶ 閲覧・配布場所 

公立陶生病院 財政課 財務係 

 ⑷ 設計図書等に関する質問書の提出期間 

設計図書等の質問は、令和３年１月１９日（火）から令和３年１月２０日（水）

までに公立陶生病院総務課施設係へ質問書を持参し、提出すること。なお、質

問が無い場合は、その旨を記載したＦＡＸを送ること。 
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⑸ 設計図書等に関する質問書の回答期限 

令和３年１月２２日（金）午後５時までに書面により回答をＦＡＸにて送付

する。 

５ 入札執行の日時 

 ⑴ 日時 

令和３年１月２９日（金）午前１０時４０分 

 ⑵ 場所 

公立陶生病院 北棟５階 第１会議室 

６ 入札保証金 

⑴ 一般競争入札に参加しようとする者は、公立陶生病院組合契約規則第９条に

基づき、その見積る契約金額の 100 分の５以上の入札保証金を令和３年１月２

８日（木）までに納めなければならない。 

⑵ 次に掲げる場合においては、公立陶生病院組合契約規則第 12条により、入札

保証金の全部又は一部を免除することができる。 

 ア 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に公立陶生病院組合

を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 

 イ 一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれ

がないと認められるとき。 

７ 入札の執行 

 ⑴ 入札書は本人又は確認通知書を提示した代理人が持参することにより行うも

のとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、会場への入場者は各

資格者２名以内とする。 

 ⑵ 入札回数は５回（再度入札は４回）とする。 

 ⑶ 一般競争入札参加資格を有する者が１人である場合又は入札に参加する者が

１人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。 

  ⑷ 入札参加者は、見積もった契約希望金額（消費税及び地方消費税を除く。）

を入札書に記載すること。 

 ⑸ 業務委託費内訳書の提出は必要としない。 

８ 予定価格等 

  予定価格は公表しない。 

９ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 入札参加者の資格を有しない者のした入札 

 ⑵ 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札 

 ⑶ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 

 ⑷ 入札書の入札金額を訂正している入札 

⑸ 入札に際して談合等による不正行為があった入札 

 ⑹ 同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札 
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 ⑺ 記名押印のない入札 

 ⑻ 入札書の記載事項が確認できない入札 

 ⑼ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札 

10 落札者の決定 

  一般競争入札において、予定価格の制限内で最低の価格で入札した者を落札者

とする。なお、落札者となる者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定

する。 

11 契約 

 ⑴ 契約書作成の要否 

   必要とする。 

12 契約保証金 

 ⑴ 落札者は、公立陶生病院組合契約規則第３３条に基づき、契約金額の１００

分の１０以上の金額の契約保証金を納めなければならない。 

⑵ 落札者が次のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付

を免除するものとする。 

ア 契約の相手方が保険会社との間に当組合を被保険者とする履行保証保険契 

約を締結したとき。 

イ 契約の相手方が過去２年間に国（公社及び公団を含む。）又は地方公共団

体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、これ

らをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがない

と認められるとき。 

13 支払条件 

  協議の上決定するものとする。 

14 その他 

 ⑴ この公告に記載していない事項については、地方自治法、同法施行令、公立

陶生病院組合契約規則等の定めによる。 

  ⑵ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした場合は、公立陶生病院組合指名停止要

領に基づき、指名停止を行うことがある。       

15 問い合わせ先 

  公立陶生病院組合 総務課 施設係 

  瀬戸市西追分町 160番地  

電話 0561-82-5153（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ 0561-82-9139 

 



公立陶生病院 洗濯業務委託仕様書 

 

１ 委託目的 

本仕様書は、公立陶生病院（以下「発注者」という。）における洗濯業務（以下「業務」

という。）の委託に際し、円滑、適切に業務を運用し、良質なサービスを提供できるよう業

務内容、業務手順等を明示することを目的とする。 

２ 委託期間 

令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

３ 委託場所 

愛知県瀬戸市西追分町１６０番地内外 

４ 委託日等 

⑴ 月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時３０分まで 

⑵ 土曜日の午前８時３０分から午後３時３０分まで 

⑴又は⑵に規定する日が祝日となる場合は委託日から除く。 

なお、年末年始等３日以上業務を委託しない日が連続する場合は、サービスの質の低下

を招くことがないよう、事前に発注者及び受託者が協議し、委託日を決定し、関係者に周

知する。 

５ 委託実施場所 

⑴ 洗濯室 

発注者内で主たる業務を実施する場所は、東棟地階の洗濯室にて行う（別図１のとお

り。）。なお、洗濯室内の詳細な配置は別図２のとおり。 

 ⑵ 搬出入ルート 

洗濯室への洗濯物の搬出入ルートについては、別図３のとおり。    

６ 委託内容 

⑴ 発注者が使用するリネン類（対象品名は別表１のとおり。）を洗濯室及び発注者外にて

洗濯、乾燥、整理し、折りたたむ。 

⑵ 洗濯物の受け渡しについては、「リネン類洗濯受渡確認書」により行なう。 

⑶ 受注者は関係法令を遵守するとともに、最善の方法をもって業務の提供にあたる。 

⑷ 受注者は、毎月、日別、品目別の明細を確認できる集計表を月末に作成し、翌月初め

には発注者に提出する。 

⑸ 受注者は適正に業務を遂行するため、作業計画書、作業手順書などを作成し、適時作

業内容をチェックし、必要に応じて作業手順等の見直しを行う。 

なお、業務の遂行に必要となる作業計画書、作業手順書などは業務委託契約を行うに

際し、発注者に提出する。 

⑹ 受託者は業務完了時に、完了届を発注者に提出する。 

⑺ 発注者から、業務の実施状況等を確認するために必要と認める報告書の作成依頼があ

った場合には、発注者及び受託者が協議し、決定する。 

７ 機器等構成 

洗濯室に設置する機器、作業台等については次のとおり。 

 



⑴ 洗濯機 

   メーカー名 型  式 台数 

１ ㈱東京洗染機械製作所㈱ ＭＯＸ－３０Ｃ ３ 

⑵ 乾燥機 

   メーカー名 型  式 台数 

１ ㈱東京洗染機械製作所㈱ ＯＴ－４０Ｓ ２ 

２ ㈱東京洗染機械製作所㈱ ＯＴ－３０Ｓ １ 

３ ㈱東京洗染機械製作所㈱ ＯＴ－２０Ｓ １ 

 ⑶ その他 

   品  名 台数 

１ 家庭用洗濯機 １ 

２ 作業台（H780×W1800×D900） ３ 

３ 棚（H1800×W1800×D450 4 段） ５ 

８ 予定業務量 

    年間の委託する予定業務量は、設計図書のとおり 

９ 洗濯工程 

    受託者はすべての洗濯物を損傷することのないよう、取り扱いには十分注意し、衛生的

に処理する。 

⑴ 水による水洗いの後、洗剤洗いする。 

⑵ ⑴の工程後、すすぎを十分に行い、乾燥させ、必要に応じてのり付け及びプレス仕上

げする。 

⑶ その他洗濯工程を実施するにあたり、必要となる作業等については誠意を持って行な

う。 

⑷ 洗剤は洗濯物に応じて良質のものを使用する。 

⑸ 著しい汚れのある洗濯物は、漂白などにより適正に処理する。 

⑹ リネン類の感染対策処理については、洗濯機にて８０℃、１０分以上の熱水消毒を必

ず行なう。 

⑺ 殺菌処理については過酢酸等にて行い、過酢酸等は受託者が用意し、その費用は受託

者が負担する。 

⑻ 発注者で業務を行うために必要となる洗濯機（洗濯機・乾燥機）、電気、上下水道、蒸

気に係る光熱水費は、発注者の負担とする。 

なお、業務に必要となる消耗品（手袋・マスク等）は、洗濯物を回収する際に使用す

るビニール袋を除き、受託者が負担する。 

⑼ 白衣、看護衣などのボタン等が破損した場合は、発注者及び受託者が費用負担につい

て協議し、決定する。 

⑽ 発注者外にて業務処理する場合、洗濯物の回収、納品については、原則、火曜日回収



し木曜日納品、金曜日回収し火曜日納品とする。 

⑾ 発注者外にて洗濯工程を行う場合には、あらかじめ発注者に処理する場所、工程等を

書面にて提出する。 

 

【 洗濯工程 】 

   

   ５分  ３７℃  洗い  水を入れながら洗う 

   ２分  ６３℃  排水   

 

１０分  ７１℃  スチームを入れながら洗う → 洗剤を入れる 

 

１３分  ８０～８２℃ 洗い 

 

   ２分  ７５℃  排水－中高速脱水 

 

 ２分       給水 （給水中はタイムストップ） 

 

 ３分       洗い 

 

 ５分       排水  給水しながらすすぎ１回 

 ５分       排水  給水しながらすすぎ２回 

 ５分       排水  給水しながらすすぎ３回 

 

 ２分       排水 

 ８分       高速脱水 

 

計６２分       終了 

 

１０ 業務管理 

⑴ 未洗濯物と洗濯を完了した洗濯物とは完全に分離し、完了した洗濯物が汚染されない

よう細心の注意を払う。 

⑵ 白物と色物、その他繊維別に混在することがないよう別洗いする。 

⑶ 血液等が付着した洗濯物は混在することがないよう別洗いする。 

１１ 交通法規の遵守 

     受託者は、発注者外に洗濯物を搬出入する際は、交通法規を厳守し、事故を発生する

ことがないように努めなければならない。万一、交通事故等の発生した場合は、受託者

の責任にて処理し解決すること。 

   なお、搬出入にあたり一部指定敷地内に入場する際、駐車カードが必要となるため、

発注者に必要枚数を申し出る。 

１２ 施設・機器等の取扱い 

⑴ 洗濯室内は常に清潔な環境を保つため、整理整頓に努めるとともに、就業前後に清掃

予洗い 



を行う。 

⑵ 洗濯室内の洗濯機及び乾燥機の故障を防ぐため、就業前後に機器内の清掃を行うとと

もに、機器、配管周辺を定期的に清掃する。 

⑶ 洗濯室内の洗濯機、乾燥機に故障が発生した場合には、速やかに機器の運転を停止す

るとともに、発注者に報告し、業務に支障が生じないよう修繕を依頼する。 

⑷ 洗濯室内の洗濯機、乾燥機等機器に取り扱いについては、取扱書に記載された内容に

そって丁寧に取り扱う。 

⑸ 洗濯室内にて使用する電気、水道等は無駄のないよう節約する。 

⑹ 洗濯室内での火災、その他事故の発生を防止するため、安全管理、防災発生防止に十

分留意して業務にあたる。 

１３ 事故、災害発生時の対応 

業務中に事故、火災、大規模地震等災害が発生した場合には、発注者のマニュアルにそ

って行動する。 

受託者は、万一の事故、災害発生に備え連絡体制を整備し、あらかじめ発注者に連絡体

制を報告する。 

１４ 従事者等に関して 

⑴ 受託者は、業務に従事する者（以下「従事者」という。）の中から作業責任者 1 名を指

名し、氏名、業務従事の経歴等を発注者に届け出るとともに、従事者名簿（別表２）に

より従事者名を届け出る。なお、従事者に異動が生じる場合についても同様とする。 

⑵ 受託者は従事者の勤務状態、勤務態度の把握に努め、改善の必要がある場合には指導

等を行う。 

⑶ 従事者は、常に受託者指定の清潔な作業服及び名札を着用するとともに、清潔な身だ

しなみを心掛けなければならない。 

⑷ 従事者は、他の者に不快の念を与えないよう自身の言動に注意しなければならない。 

⑸ 従事者は、患者、その家族等に関して知り得たことをはじめ、院内で知り得た情報に

ついて漏洩してはならない。 

⑹ 従事者は、サービスの提供にあたり金品物品の供与を受けてはならない。 

⑺ 受託者は、受託者の費用負担により従事者全員の健康管理のため労働安全衛生規則等

に基づき年１回の健康診断を受けさせなければならない。その結果は、発注者に報告す

る。 

なお、健康診断の結果に異常のあった従事者については、は再検査の実施や受診等を

勧め、健康管理に努めなければならない。 

⑻ 受託者は、すべての従事者が質の高い均一な洗濯業務を行うことができるようにマニ

ュアル等を作成し、教育・訓練を実施する。 

⑼ 受託者は従事者に対して院内感染防止等に関する教育、作業時の訓練等を実施しなけ

ればならない。 

教育・訓練を実施した場合には、実施した日時・場所・実施内容・受講者名等を記載

した報告書を作成し、発注者に提出する。 

⑽ 事故が発生した場合に備え、賠償責任保険加入証の写しを契約時に提出する。契約期

間中に変更や更新等が生じた場合には、速やかに発注者に提出する。 

⑾ 発注者に設置してある洗濯機、乾燥機等の機器に故障が生じ、通常の業務ができない



場合、通常使用できるまでの間、受託者において発注者外にて院内業務と同等の業務を

行い対応する。なお、その費用については、発注者及び受託者にて別途協議し、決定す

る。 

⑿ 発注者主催等による意識啓発等のため開催される院内講演会・研修会などには業務調

整を行い必ず出席する。  

⒀ 発注者は、従事者が業務に必要なカードキー枚数を申し出、従事者に貸与する。 

⒁ 当該仕様書に定めのない事項について疑義を生じた場合は、発注者及び受託者が協議

し、決定する。 


